
令和７年度　　長道河第７４号

市道野村橋今村橋線他除草等委託業務

仕　様　書

長浜市都市建設部道路河川課



市道野村橋今村橋線他

業務箇所位置図

業務箇所



委託番号： 令和７年度　　長道河第７４号

委託名称： 市道野村橋今村橋線他除草等委託業務

委託場所： 長浜市千草町他

共　 通　 事 　項

１．本業務の実施にあたっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和6年4月滋賀県）」（

　　以下、「共通仕様書」という。）および「一般土木工事等共通仕様書付則（令和6年4

　　月滋賀県土木交通部）」（以下、「付則」という。）によるものとする。

２．共通仕様書および付則に対する特記事項は、次のとおりとする。

特　 記　 事 　項

１．本業務に伴い発生した刈草については、市が指定する民間一般廃棄物処理業者の処理場

　　に搬入すること。

　　搬入場所は、㈱エスケイカンポスト（長浜市泉町１３７０）とし、運搬距離は「３.３km」

　　とする。処分場の搬入時期について、一時的に集中する場合は時期の調整を行うこと。

２．本業務については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他の法律を遵守すること。

３．本業務の範囲は、除草、集草、積込、運搬、塵芥処理までとする。

４．除草工における施工機種（方法）については、設計図書に示すとおりとし、これにより

　　難い場合は監督職員と協議を行うこと。ただし、施工機種（方法）に変更が生じた場合

　　においても設計変更の対象としない。

５．刈草等の集草および積込は人力で行い、処分場へ搬出する刈草の中には、塵芥（缶、瓶

　　およびその他の散在ゴミ）、石等の異物が絶対に混入しないよう作業の徹底を図ること。

　　　散在塵芥処理（空き缶等の収集・集積）については、所定のビニール袋に入れ、今川

　　雪寒基地(長浜市今川町１７６)に搬入するとし、運搬距離は「３．１km」とする。

６．運搬は、一般交通その他周辺施設等に支障がないよう、草等の飛散防止に努めること。

７．刈草等については、交通の安全確保、周辺地域への火災防止および飛散防止のため、施

　　工した日を含めて、概ね３日以内に集草（積）、運搬を行うこと。

　（※処分地への搬入時に処理業者より発行される「受入伝票（受入日、搬入量、業務委託

　　名称等が記入されたもの」を完了時に提出すること。）

８．出来形管理については、平積計算書の各測点全箇所および断面変化点について検測を行

　　い、業務完了後、出来形計算書を提出すること。

　　　作業範囲は、設計図書に示すとおりとするが、現場状況によりこれらによらない場合

　　があるため、監督職員と協議すること。

特　記　仕　様　書



　　　現場状況により増減が生じる場合は、事前に監督職員と協議すること。

　　　除草における刈り長（残丈）は、地表より５㎝以内とする。

９．写真管理については、起点・終点及び各測点５００ｍ毎に下記の写真を提出すること。

　（１）完了写真は、施工前・後を対比できるよう同一方向から撮影すること。

　（２）出来形写真は、除草面積が確認できるよう、黒板、リボンテープ、ポール等を使用

　　　　すること。

　（３）作業状況写真は、除草、集積、積込、運搬（搬入）、塵芥処理が確認できる写真と

　　　　する。なお、作業完了後すみやかに撮影を行うこと。

10．除草の実施時期は、特記仕様書の記載内容を遵守の上、８月末を目途に除草作業が完了

　　できるよう作業体制を整えること。契約後、早期に作業着手できるように準備し、作業

　　計画書もしくは作業工程表を提出のうえ、監督職員の了解を得て作業に着手すること。

　　　なお、工期は９月１９日ではあるが、８月末に除草作業が完了できない場合は、出来

　　高により業務を打ち切る場合がある。

11．完了検査時に草が再度繁茂して除草状況が確認できない場合があるため、完了検査まで

　　に日時を要する場合、受託者は事前に監督職員に段階確認を求めること。

12．別添の作業日報を作成し業務完了後に提出すること。

13．刈草の集草・処分について、強風による刈草の散乱や増水による刈草の流出など、周辺

　　や下流域へ影響のないように配慮すること。また、気象条件等により周辺に影響が発生

　　する虞れがある場合、監督職員の作業指示があれば早急に対応すること。

　　　地域住民等とのトラブルが生じることのないよう努めると共に、苦情等があった場合

　　はすみやかに誠意をもって対応すること。万一、受託者が第三者に損害を与えた場合は

　　監督職員に報告のうえ、受託者において誠意をもって対処すること。

14．作業区域内には、事業上重要な杭（木杭、コンクリート杭等）が存在するので、注意し

　　て作業すること。

15．刈草を処分場に搬出する際は、一度に大量の刈草を持ち込まず、適当な回数（量）に分

　　けて搬出すること。

16．火災予防のため以下の項目を遵守して作業を行うこと。

　（１）作業現場および周辺での禁煙を遵守すること。

　（２）刈草運搬中の喫煙について、たばこ（吸殻を含む）のポイ捨ては厳禁とすること。

　（３）処理場内は火気厳禁であり、運搬車両内も禁煙とする。

　　※　処理場内で喫煙が確認された場合は、搬入を拒否される場合があるため十分に注意

　　　すること

17．交通誘導員について、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打ち

　　合わせ結果または、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督

　　職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

　　　なお、交通誘導員ＡおよびＢとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。



交替要員

の有無

　※交通規制を行う工種（市道野村橋今村橋線他）

除草、集草、積込・荷卸、散在塵芥処理

18．作業後、河川施設に異常を発見した場合は監督職員に報告すること。

編　　成

１名/日 交通誘導員B　１名 昼間 無

市道野村橋

今村橋線他

昼夜別配置場所 交通規制対象工種

交通規制を行う工種

交通誘導員



　作業人員 　作業人員

　草刈　　　　　　　　　　人 　草刈　　　　　　　　　　人

　集積　　　　　　　　　　人 　集積　　　　　　　　　　人

　運搬　　ｔトラック　　　台 　運搬　　ｔトラック　　　台

測点 №　　＋　　～ 測点 №　　＋　　～

№　　＋　　 №　　＋　　

測点 №　　＋　　～ 測点 №　　＋　　～

№　　＋　　 №　　＋　　

測点 №　　＋　　～ 測点 №　　＋　　～

№　　＋　　 №　　＋　　

測点 №　　＋　　～ 測点 №　　＋　　～

№　　＋　　 №　　＋　　

測点 №　　＋　　～ 測点 №　　＋　　～

№　　＋　　 №　　＋　　

測点 №　　＋　　～ 測点 №　　＋　　～

№　　＋　　 №　　＋　　

測点 №　　＋　　～ 測点 №　　＋　　～

№　　＋　　 №　　＋　　

測点 №　　＋　　～ 測点 №　　＋　　～

№　　＋　　 №　　＋　　

作　業　日　報

右　・　左岸側 右　・　左岸側

右　・　左岸側

右　・　左岸側

右　・　左岸側

右　・　左岸側

右　・　左岸側

右　・　左岸側

作業日 月　　　日（天候） 作業日 月　　　日（天候）

運搬区間

除草区間

右　・　左岸側

除草区間

運搬区間

右　・　左岸側 右　・　左岸側

右　・　左岸側

右　・　左岸側

右　・　左岸側

右　・　左岸側

右　・　左岸側



別紙様式第１号
令和　年(20  年)  月   日

　不当要求
　業務妨害

　滋賀県長浜警察署長　様

　　長　 浜　 市　 長　 様　

(通報者)　　　　　　　　　　　　　　　

※ 滋賀県 　　　　警察署

取扱署等 　　　　　　課

（本社） 電話 (      )    -    

所在地 FAX (      )    -    

（現場事務所） 電話 (      )    -    

FAX (      )    -    

名　称

（現場事務所の代表者）

（通報者の職・氏名）

電話 (      )    -

通報者 （対応者）

 等 　　所属会社名 電話 (      )    -

　　氏　名

　　役　職

住所 電話 (      )    -

FAX (      )    -

所属

役職

氏名

令和　　年　　月　　日　　　　時　　分頃　

〔元請・下請〕(下請の場合は、現場事務所の所在地) 電話 (      )    -

FAX (      )    -

工事件名

不当介入の

内容・被害

の状況

（警察への通報） 有　・　無

（通報先警察署） 滋賀県 警察署 課

（通 報 日 時 ） 令和　　 年　　 月　　 日　　　 時　　　 分頃　　　

　２　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。
　３　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（発注者）が聞
　　取り調査をして記入し、通報すること。
　４　※の欄は、警察署において記入すること。

注１　第一報は、この様式に必要事項を記入したうえ、長浜警察署刑事課あて電話で行った後、
    その旨を　「警察への通報状況」の欄に記入して発注者及び長浜警察署あて送付（電子
    メール・FAX可）すること。

不 当 介 入 事 案 通 報 書

警察への
通報の状況

請  負  者

不当介入の
行為者

発生日時
・場所

代表者



 

（下請負人用） 

 誓  約  書 

 

（あて先） 

 長浜市長 浅見宣義 

住所：                        

商号または名称：                    

代表者 職･氏名：                 印  

 

 以下に掲げるすべての項目について、事実と相違ないことを誓約します。 

  

記 

 

１ 次のいずれかに該当する者ではありません。 

  (ｱ) 役員等（下請負人が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をい

い、支店・営業所等の場合にはその代表者を含む。以下、「役員等」という。）が暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）であると認められる者 

  (ｲ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下、「暴力団」という。）または暴力団員が経営に実質的に関与してい

ると認められる者 

  (ｳ) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を

加える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

  (ｴ) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するな

ど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認め

られる者 

  (ｵ) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者 

 

 ２ 長浜市から役職員名簿の提出を求められた場合には速やかに提出するとともに、本誓約書

および役職員名簿を長浜警察署及び木之本警察署に提供することに同意します。 

 

３ 下請負人等を使用する場合において、長浜市から下請負人等の誓約書および役職員名簿の

提出を求められた場合には、速やかに下請負人等から誓約書および役職員名簿を徴し、元請

負人を通じて長浜市に提出します。 


